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２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係）

３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係）

４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係）

５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係）

68施策

37施策

73施策

28施策

35施策１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係）

尊厳にふさわしい
処遇を権利として
保障すること

個々の事情に応じて
適切に行われること

途切れることなく
行われること

国民の総意を形成
しながら展開され
ること

５

つ

の

重

点

課

題
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推進体制に関するもの（９項目） 計画期間：５年（平成27年度末まで） 合計241施策

４つの基本方針・５つの重点課題

第２節 第２次犯罪被害者等基本計画の概要

１ 基本方針及び重点課題
第２次基本計画は、第１次基本計画と同

様、４つの基本方針の下、５つの重点課題ご
とに２４１の具体的施策を掲げており、推進体
制については９項目を掲げている。

２ 主な施策
第２次基本計画においても、第１次基本計

画と同様、個々の施策について、実施可能な
ものは速やかに実施することとする一方、検
討を要するものについては、検討期限を明示
し、できる限り早期の施策の実施を目指して
いる。
なお、第１次基本計画にある施策について

は、実施済み・措置済みで、今後当該施策を
展開していく余地のないものを除き、引き続
き、その充実を図ることとして、第２次基本
計画に盛り込まれている。

⑴ 犯罪被害給付制度の拡充及び新たな
補償制度の創設に関する検討
犯罪被害者等施策推進会議の下に、有識者

並びに内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省

及び国土交通省からなる検討の会を設置し、
犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度
の創設について、平成２０年度に拡充した犯罪
被害給付制度の運用状況等を含め、必要な調
査及び検討を行い、３年以内を目途に結論を
出し、必要な施策を実施する。

⑵ カウンセリング等心理療法の費用の
公費負担についての検討
犯罪被害者等施策推進会議の下に、有識者

並びに内閣府、警察庁、法務省、文部科学省
及び厚生労働省からなる検討のための会を設
置し、犯罪被害者等に対する臨床心理士等に
よるカウンセリング等心理療法の費用の公費
負担について、必要な調査及び検討を行い、
２年以内を目途に結論を出し、必要な施策を
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被害者

診察、治療、証拠採取等

ワンストップ支援センター
（病院などを拠点として専用のスペースを確保）

相談対応、コーディネート等

被害届の受理、事情聴取、証拠採取等

カウンセリング等

法律相談等

医師・看護師

支援員

警察官

臨床心理士

弁護士

性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター（イメージ）

実施する。

⑶ 地方公共団体による見舞金制度等の
導入促進
内閣府において、地方公共団体に対し、犯

罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生
活資金等の貸付制度の導入について要請する
とともに、これらの制度を導入している地方
公共団体を犯罪被害者白書に掲載する。

⑷ 生活保護制度における犯罪被害者等
給付金の収入認定除外についての検討
厚生労働省において、犯罪被害者等給付金

のうち、犯罪被害者等である生活保護受給者
にとって収入として認定しない自立更生のた
めの用途と考えられるものについて、地方公
共団体の意見を踏まえ、必要な措置について
検討し、１年以内を目途に結論を出す。

⑸ 性犯罪被害者対応における看護師・
助産師等の活用
厚生労働省において、関係省庁の協力を得

て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門
的知識・技能を備えた看護師、助産師等の活
用について啓発を推進する。

⑹ 性犯罪被害者のためのワンストップ
支援センターの設置促進
性犯罪被害者のためのワンストップ支援セ

ンター（医師による心身の治療、医療従事
者・民間支援員・弁護士・臨床心理士等によ
る支援、警察官による事情聴取等の実施が可
能なセンター。以下「ワンストップ支援セン
ター」という。）の設置を促進するため、以
下の施策を推進する。
・ 内閣府において、民間団体や関係省庁の
協力を得て、「ワンストップ支援センター
の開設・運営の手引（仮称）」を作成し、
犯罪被害者支援団体、医療機関、地方公共
団体、警察等に配布する。

・ 警察庁において、平成２２年度に実施した
性犯罪被害者対応拠点モデル事業の検証を
行い、その結果を関係省庁及び犯罪被害者
支援団体に提供する。

・ 厚生労働省において、医療機関に対して
ワンストップ支援センターについての啓発
を行うほか、犯罪被害者支援団体等からワ
ンストップ支援センター開設に向けた相談
があった場合には、協力が可能な医療機関
の情報を収集し、提供する。

・ 厚生労働省において、医療機能情報提供
制度における登録内容にワンストップ支援
センターの設置の有無を加える。



第２節 第２次犯罪被害者等基本計画の概要

第
１
章

９

⑺ 医療機関における性犯罪被害者から
の証拠採取等の促進
警察庁において、厚生労働省の協力を得

て、医療機関における性犯罪被害者からの証
拠採取及び採取した証拠の保管が促進される
よう、資機材の整備、医療機関への働きかけ
を推進する。

⑻ 被害者参加人の旅費等の負担軽減の
ための制度導入に関する検討
法務省において、犯罪被害者等が被害者参

加制度を利用して裁判所に出廷する際の旅費
等の負担を軽減するための制度の導入につい
て検討を行い、２年以内を目途に結論を出
し、必要な施策を実施する。

⑼ 市町村における窓口部局の確定状況
の定期的な確認等
内閣府において、市町村における犯罪被害

者等施策の窓口となる部局の確定状況等につ
いて定期的に確認するとともに、市町村にお
ける犯罪被害者等に関する適切な情報提供を
行う総合的な対応窓口の設置を促進するよう
要請する。また、地方公共団体職員を対象と
する研修会を開催し、犯罪被害者等施策への
理解の促進や犯罪被害者等への対応のために
必要となる基礎的な知識等の習得を支援する
とともに、各地方公共団体の先進的・意欲的
な取組事例等の情報をメールにより発信する

「犯罪被害者等施策メールマガジン」により、
地方公共団体間の情報の共有化を促進する。

⑽ 民間団体の財政的基盤充実への協力
内閣府において、犯罪被害者団体、犯罪被

害者支援団体の財政的基盤の充実に資するよ
う、関係省庁の協力を得て、民間の団体によ
る犯罪被害者支援募金（仮称）の創設、当該
募金に寄せられた寄附金等を活用した基金の
創設等についての検討に協力を行う。

⑾ 地方公共団体と民間の団体との連携
の促進
内閣府において、地方公共団体に対し、把

握している犯罪被害者支援団体に関する情報
を提供するとともに、自らも犯罪被害者支援
団体の実態を把握し連携の強化を図るよう要
請する。また、犯罪被害者支援団体が地方公
共団体に対して連携を申し出やすいよう、地
方公共団体における犯罪被害者等施策担当窓
口部局をホームページに掲載する。

⑿ 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的
な啓発事業の実施
内閣府において、関係省庁の協力を得て、

「犯罪被害者週間（１１月２５日から１２月１日ま
で）」を設定し、当該週間にあわせて、啓発
事業を集中的に実施する。
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第２次犯罪被害者等基本計画：平成23年４月～平成27年度末（５か年）

第１　損害回復・経済的支援等への取組 第３　刑事手続への関与拡充への取組

・弁護士等との打合せにカウンセラー等を同席させることに対する
日本司法支援センターによる支援についての検討（法務省）(２年
以内）
・犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討
（内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省）(３年以内）
・カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討（内
閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、文部科学省）(２年以内）
・地方公共団体による見舞金制度等の導入促進（内閣府）
・生活保護制度における犯罪被害者等給付金の収入認定除外につい
ての検討（厚生労働省）(１年以内）
・性犯罪被害者の医療費の負担軽減（警察庁）
・医療保険の円滑な利用の確保（厚生労働省）
・公営住宅への優先入居等の推進（国土交通省）
・緊急に居住場所を確保するために要する費用の負担軽減（警察庁）
・被害回復のための休暇制度の周知・啓発（厚生労働省）

・医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進（警察庁）
・被害者参加人への旅費等の支給に関する検討（法務省）(２年以内）
・被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件に関する検
討（法務省）(被害者参加人の旅費等と併せて検討）
・仮釈放等審理における意見陳述に資する情報提供の拡大について
の検討（法務省）(３年以内）

第４　支援等のための体制整備への取組

・市町村における窓口部局の確定状況の定期的な確認等（内閣府）
・男女共同参画センターにおける性犯罪被害者支援の取組の促進
（内閣府）
・性犯罪被害に遭った児童生徒への対応の充実（文部科学省）
・コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への
支援（内閣府、警察庁）
・更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援の充
実（法務省）
・性犯罪被害者に関する調査の実施（内閣府）
・民間団体の財政的基盤充実への協力（内閣府）
・「研修カリキュラム・モデル案」の内容の充実（内閣府）
・地方公共団体と民間の団体との連携の促進（内閣府）
・犯罪被害者等早期援助団体に対する指導（警察庁）

第５　国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

・学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進（内閣
府、文部科学省）
・中学生・高校生を対象とした講演会の実施（警察庁）
・「犯罪被害者週間」に合わせた集中的啓発事業の実施（内閣府） 
・地方公共団体に対する犯罪被害者等が参加・協力する啓発事業実
施の要請（内閣府）

第２　精神的・身体的被害の回復・防止への取組

・PTSD治療の可能な医療機関についての情報提供（厚生労働省）
・精神保健福祉センターに対する犯罪被害者等支援業務についての
理解促進（厚生労働省）
・交通事故による重度後遺障害者に対する医療の充実等（国土交通
省）
・警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実（警察
庁）
・医療機関における性犯罪被害者への対応体制の整備（厚生労働省）
・性犯罪被害者対応における看護師・助産師等の活用（厚生労働省）
・性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進（内
閣府、警察庁、厚生労働省）
・配偶者等からの暴力被害者の安全確保の強化についての検討（内
閣府、警察庁、法務省、厚生労働省）(３年以内）

※赤字は検討を要する施策の検討期限（目途）

第２次犯罪被害者等基本計画における主な施策

我が国は、第１次基本計画により、犯罪被
害者等のための取組の新たな一歩を大きく踏
み出した。第２次基本計画の策定を契機とし
て、国、地方公共団体、国民のそれぞれが、
犯罪被害者等の権利利益の守られる社会づく
りに向け、更なる歩みを進めていくことが期
待されている。


